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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 1 1 月 7 日 ( 2 0 2 2 . 1 1 . 7 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 請 求 項 １ 】
所 定 の 表 示 器 を 有 し 、
第 １ プ ロ グ ラ ム 領 域 と 、 第 ２ プ ロ グ ラ ム 領 域 と を 有 し 、
第 １ レ ジ ス タ バ ン ク と 、 第 ２ レ ジ ス タ バ ン ク と を 有 し 、
第 １ プ ロ グ ラ ム 領 域 の プ ロ グ ラ ム を 実 行 し て い る と き に は 、 第 １ レ ジ ス タ バ ン ク を 使 用 す  
る よ う 構 成 さ れ 、
第 ２ プ ロ グ ラ ム 領 域 の プ ロ グ ラ ム を 実 行 し て い る と き に は 、 第 ２ レ ジ ス タ バ ン ク を 使 用 す  
る よ う 構 成 さ れ 、
使 用 し て い る レ ジ ス タ バ ン ク を 判 別 可 能 な 情 報 を 記 憶 可 能 な 所 定 の 記 憶 領 域 を 有 し 、
所 定 の エ ラ ー 状 態 と な る 場 合 を 有 し 、
電 源 断 処 理 に お い て 、 Ｒ Ｗ Ｍ 領 域 に 記 憶 さ れ て い る 情 報 に 基 づ い て 、 誤 り 検 出 情 報 を 生 成  
し て 記 憶 可 能 と し 、
前 記 所 定 の エ ラ ー 状 態 に お い て 、 電 源 の 供 給 が 遮 断 さ れ る 事 象 が 発 生 し た 場 合 に は 、 電 源  
断 処 理 を 実 行 可 能 に 構 成 さ れ 、
所 定 の 表 示 器 は 、 第 １ の 表 示 部 、 第 ２ の 表 示 部 、 第 ３ の 表 示 部 、 及 び 第 ４ の 表 示 部 を 有 し  
、
第 １ の 表 示 部 に は 、 Ｄ Ｐ セ グ メ ン ト を 含 む 複 数 の セ グ メ ン ト を 有 し 、
第 ２ の 表 示 部 に は 、 Ｄ Ｐ セ グ メ ン ト を 含 む 複 数 の セ グ メ ン ト を 有 し 、
第 ３ の 表 示 部 に は 、 Ｄ Ｐ セ グ メ ン ト を 含 む 複 数 の セ グ メ ン ト を 有 し 、
第 ４ の 表 示 部 に は 、 Ｄ Ｐ セ グ メ ン ト を 含 む 複 数 の セ グ メ ン ト を 有 し 、
所 定 の 表 示 器 に テ ス ト パ タ ー ン を 表 示 可 能 と し 、
テ ス ト パ タ ー ン は 、 第 １ の 表 示 部 、 第 ２ の 表 示 部 、 第 ３ の 表 示 部 、 及 び 第 ４ の 表 示 部 が 有  
す る 複 数 の セ グ メ ン ト の 全 て を 点 灯 可 能 と す る 第 １ 状 況 と 、 第 １ の 表 示 部 、 第 ２ の 表 示 部  
、 第 ３ の 表 示 部 、 及 び 第 ４ の 表 示 部 が 有 す る 複 数 の セ グ メ ン ト の 全 て を 消 灯 可 能 と す る 第  
２ 状 況 と を 交 互 に 繰 り 返 す 点 滅 パ タ ー ン で あ る
　 こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
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【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 は 、 以 下 の 解 決 手 段 に よ っ て 上 述 の 課 題 を 解 決 す る （ か っ こ 書 き で 、 対 応 す る 実  
施 形 態 の 構 成 を 示 す 。 ） 。
本 発 明 は 、
所 定 の 表 示 器 （ 管 理 情 報 表 示 Ｌ Ｅ Ｄ ７ ４ 、 役 比 モ ニ タ ） を 有 し 、
第 １ プ ロ グ ラ ム 領 域 （ 第 １ プ ロ グ ラ ム 領 域 及 び 第 １ デ ー タ 領 域 。 使 用 領 域 内 （ 遊 技 の 進 行  
に 関 係 す る デ ー タ を 記 憶 す る た め の 領 域 。 ） ） と 、 第 ２ プ ロ グ ラ ム 領 域 （ 第 ２ プ ロ グ ラ ム  
領 域 及 び 第 ２ デ ー タ 領 域 。 使 用 領 域 外 （ 遊 技 の 進 行 に 関 係 し な い デ ー タ を 記 憶 す る た め の  
領 域 。 特 に 、 役 比 モ ニ タ の 表 示 に 関 す る デ ー タ を 記 憶 す る た め の 領 域 。 ） ） と を 有 し 、
第 １ レ ジ ス タ バ ン ク （ 図 ３ ７ ３ 中 、 レ ジ ス タ バ ン ク ０ ） と 、 第 ２ レ ジ ス タ バ ン ク （ 図 ３ ７  
３ 中 、 レ ジ ス タ バ ン ク １ ） と を 有 し 、
第 １ プ ロ グ ラ ム 領 域 の プ ロ グ ラ ム を 実 行 し て い る と き に は 、 第 １ レ ジ ス タ バ ン ク を 使 用 す  
る よ う 構 成 さ れ 、
第 ２ プ ロ グ ラ ム 領 域 の プ ロ グ ラ ム を 実 行 し て い る と き に は 、 第 ２ レ ジ ス タ バ ン ク を 使 用 す  
る よ う 構 成 さ れ 、
使 用 し て い る レ ジ ス タ バ ン ク を 判 別 可 能 な 情 報 を 記 憶 可 能 な 所 定 の 記 憶 領 域 （ レ ジ ス タ バ  
ン ク モ ニ タ （ Ｒ Ｂ ） ） を 有 し 、
所 定 の エ ラ ー 状 態 （ 復 帰 可 能 エ ラ ー 状 態 ） と な る 場 合 を 有 し 、
電 源 断 処 理 に お い て 、 Ｒ Ｗ Ｍ 領 域 （ 「 Ｆ ０ ０ ０ Ｈ 」 ～ 「 Ｆ １ Ｆ Ｆ Ｈ 」 、 及 び 「 Ｆ ２ １ ０ Ｈ  
」 ～ 「 Ｆ ３ Ｆ Ｆ Ｈ 」 ） に 記 憶 さ れ て い る 情 報 に 基 づ い て 、 誤 り 検 出 情 報 （ Ｒ Ｗ Ｍ チ ェ ッ ク  
サ ム デ ー タ ） を 生 成 し て 記 憶 可 能 と し （ 図 ３ ６ １ の ス テ ッ プ Ｓ ２ ７ ９ ５ ） 、
前 記 所 定 の エ ラ ー 状 態 に お い て 、 電 源 の 供 給 が 遮 断 さ れ る 事 象 が 発 生 し た 場 合 に は 、 電 源  
断 処 理 を 実 行 可 能 に 構 成 さ れ 、
所 定 の 表 示 器 は 、 第 １ の 表 示 部 （ デ ジ ッ ト １ ｂ ） 、 第 ２ の 表 示 部 （ デ ジ ッ ト ２ ｂ ） 、 第 ３  
の 表 示 部 （ デ ジ ッ ト ３ ｂ ） 、 及 び 第 ４ の 表 示 部 （ デ ジ ッ ト ４ ｂ ） を 有 し 、
第 １ の 表 示 部 に は 、 Ｄ Ｐ セ グ メ ン ト （ セ グ メ ン ト Ｐ ） を 含 む 複 数 の セ グ メ ン ト （ セ グ メ ン  
ト Ａ ～ Ｇ 及 び Ｐ ） を 有 し 、
第 ２ の 表 示 部 に は 、 Ｄ Ｐ セ グ メ ン ト （ セ グ メ ン ト Ｐ ） を 含 む 複 数 の セ グ メ ン ト （ セ グ メ ン  
ト Ａ ～ Ｇ 及 び Ｐ ） を 有 し 、
第 ３ の 表 示 部 に は 、 Ｄ Ｐ セ グ メ ン ト （ セ グ メ ン ト Ｐ ） を 含 む 複 数 の セ グ メ ン ト （ セ グ メ ン  
ト Ａ ～ Ｇ 及 び Ｐ ） を 有 し 、
第 ４ の 表 示 部 に は 、 Ｄ Ｐ セ グ メ ン ト （ セ グ メ ン ト Ｐ ） を 含 む 複 数 の セ グ メ ン ト （ セ グ メ ン  
ト Ａ ～ Ｇ 及 び Ｐ ） を 有 し 、
所 定 の 表 示 器 に テ ス ト パ タ ー ン を 表 示 可 能 と し 、
テ ス ト パ タ ー ン は 、 第 １ の 表 示 部 、 第 ２ の 表 示 部 、 第 ３ の 表 示 部 、 及 び 第 ４ の 表 示 部 が 有  
す る 複 数 の セ グ メ ン ト の 全 て を 点 灯 可 能 と す る 第 １ 状 況 （ 図 ３ ０ （ ａ ） の 状 況 ） と 、 第 １  
の 表 示 部 、 第 ２ の 表 示 部 、 第 ３ の 表 示 部 、 及 び 第 ４ の 表 示 部 が 有 す る 複 数 の セ グ メ ン ト の  
全 て を 消 灯 可 能 と す る 第 ２ 状 況 （ 図 ３ ０ （ ｂ ） の 状 況 ） と を 交 互 に 繰 り 返 す 点 滅 パ タ ー ン  
で あ る
　 こ と を 特 徴 と す る 。
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